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第１回 瀬戸市国際未来教育特区学校審議会 

議事録 

 

日 時：令和 2 年 5 月 8 日（金）午後 3 時 30 分から 

場 所：瀬戸市役所 5 階 全員協議会室 

出席者：委員：西淵茂男、丸地弘泰、清水克博、八槇直幸、伊藤亜有夢  

    株式会社教育システム：長尾幸彦氏はじめ５名 

    市：市長（途中退室）、教育長、教育部長、教育政策課長、経営戦略部長、

政策推進課長、事務局 

 

 ○教育部長 

  定刻となりましたので、ただいまから「第１回 瀬戸市国際未来教育特区学校審

議会」を始めさせていただきます。本日は、ご多忙の中、委員の皆様にお集まり

いただき、誠にありがとうございます。  

  私は、本日司会進行を務めさせていただきます教育部長の林です。よろしくお

願いします。それでは、次第に従いまして、順次進めてまいります。 

なお、傍聴の方に申し上げます。「瀬戸市国際未来教育特区学校審議会傍聴要領」

に基づき、会議中は静粛にしていただき、写真撮影、録画、録音等を行わないよ

うお願いいたします。 

それではさっそく「１ あいさつ」に移ります。まず初めに市長よりごあいさ

つをお願いいたします。 

 

１ あいさつ 

 （１）市長あいさつ 

 ○市長 

皆様、こんにちは。本日は大変ご多忙の中、また緊急事態宣言発令中にもかか

わらず、ご参集いただきありがとうございます。  

本市は、本年４月、市内５小学校と２中学校を統合し、小中一貫校にじの丘学

園が開校しました。大変大規模な統合でありますが、もともとは中心市街地の人

口が急激に減少し、半径２キロ以内にある７校の児童生徒を合わせても８００名

程度しかいなかったことからこの取組が始まっています。  

その７校のうちの１つであります瀬戸市立本山中学校跡地の利活用につきまし

て、令和元年６月に公募型プロポーザル方式により事業者の公募を実施した結果、

株式会社教育システムによる提案である「株式会社立による学校設置」が採用さ

れ、優先交渉権者として交渉を進めるとともに、内閣府へ構造改革特別区域の申
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請を行った結果、本年３月１７日付で「瀬戸市国際未来教育特区」の認定をいた

だいたところです。 

  本審議会では、瀬戸市国際未来教育特区学校審議会運営規則に基づき６名の専

門的な知見を有する皆様を委員としてお願いし、構造改革特別区域法の規定によ

り認定を受けた瀬戸市国際未来教育特区区域内において、法第１２条に規定する

学校設置会社が設置する小学校及び中学校について調査及び審議をすることを目

的としています。審議会委員の皆様の知見を結集いただき、厳正な審査をしてい

ただくよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）委員紹介 

 ○教育部長 

  ありがとうございました。それでは続きまして委員のご紹介をさせていただき

ます。 

 

***名簿を基に、教育部長から各委員の紹介*** 

 

委員の皆様につきましては、机上に本審議会の委員に任命する委嘱状を配布さ

せていただきましたので、お受け取りくださるようお願いいたします。  

 

２ 瀬戸市国際未来教育特区学校審議会について  

（１）瀬戸市国際未来教育特区学校審議会の運営について 

○教育部長 

それでは事務局から説明をお願いします。  

 

 ○教育政策課長 

それでは、私の方から「瀬戸市国際未来教育特区学校審議会運営規則」並びに

「瀬戸市国際未来教育特区学校審議会傍聴要領」について、ご説明させていただ

きます。 

【資料番号２、３に基づき説明を実施】  

 

○教育部長 

ありがとうございました。次に議事を進めていきたいと思います。  

 

（２）会長選出について 

 ○教育部長 
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会長の互選についてですが、「瀬戸市国際未来教育特区学校審議会運営規則」第  

５条において、「審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。」

となっております。どなたか、ご提案はございますでしょうか。  

 

○清水委員 

 私から提案させていただきたいのですが、これまで愛知教育大学の副学長・理

事を務めてこられ、また他市では教育委員会教育次長として教育行政にも携わって来

られております「西淵 茂男（にしぶち しげお）」委員が、本審議会の会長には

相応しいと考えます。 

 

○教育部長 

 ただいま清水委員から「西淵委員が会長に相応しいのではないか」というご推

薦がありましたが、いかがでしょうか。  

 他に推薦がなければ、西淵委員に会長をお願いしたいと思いますが、委員の皆

様、ご異議がなければ、拍手をもってご承認いただきたいと思います。  

 

～拍手多数～ 

 

○教育部長 

拍手多数ということで、西淵 茂男委員に本審議会の会長をお願いいたします。 

それでは西淵会長、会長席までご移動していただきますようお願いいたします。 

 

～西淵茂男会長、会長席へ移動し、着席～  

 

○教育部長 

会長が選任されましたので、早速ですが、会長就任のご挨拶をお願いいたしま

す。 

 

 ○西淵会長挨拶 

 瀬戸市国際未来教育特区学校審議会の会長に選出されました西淵茂男です。不

慣れな点もあり、責任も重い内容のため、是非委員それぞれご専門的見地から忌

憚ない意見を頂きたいと考えています。そして、瀬戸市にとって、更には瀬戸市

の子供達やもう少し広範囲の子供達にとって、本当に相応しい学校であるかどう

か、厳正に審議していければと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。  
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○教育部長 

  会長ありがとうございました。それでは、会長が決定しましたので、議事の進

行を交代いたします。西淵茂男会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

（３）副会長選出について 

○西淵茂男会長 

 それでは、次に副会長選出ですが、私の方から提案させていただきます。  

 副会長には、本審議会において審議すべき事項である「株式会社の財務状況の

分析」について専門でいらっしゃる公認会計士の「丸地弘泰（まるち ひろやす）」

委員が、本審議会の副会長に推薦したいと考えますが、委員の皆様、いかがでし

ょうか。 

 

～拍手多数～ 

 

○西淵会長 

ありがとうございます。それでは、委員の皆様のご承認をいただきましたので、

副会長には、丸地弘泰委員にお願いいたします。それでは丸地弘泰副会長、副会

長席までご移動していただきますようお願いいたします。  

 

～ 丸地弘泰副会長 副会長席へ移動し、着席～ 

 

○西淵会長 

副会長、ご挨拶をお願いできますか。  

 

 ○丸地副会長挨拶 

  ただいま、西淵会長からご指名をいただきました丸地弘泰です。この審議会を

通して、瀬戸市の子供達に対して、またこの地域の発展に対して、貢献できるよ

う努力していきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願い致します。  

 

○西淵会長 

丸地弘泰副会長、ありがとうございました。  

それでは、引き続き、議事を進行いたします。市長より、「学校の設置認可に係

る諮問について」、よろしくお願いします。  
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３ 学校の設置認可に係る諮問について 

  【市長から西淵会長へ諮問書の交付】  

 

○西淵会長 

ありがとうございました。ただいま市長より瀬戸ＳＯＬＡＮ小学校の設置につ

いて諮問を受けましたので、これから厳正な審査をして参りたいと思います。  

また、市長は他の公務のため、ここで退席となります。市長ありがとうござい

ました。 

 

それでは引き続き、「４ 構造改革特別区域制度について」と「５ 瀬戸市国際

未来教育特区内における学校設置会社が設置する小中学校設置審査基準につい

て」、事務局から説明をお願いします。 

 

４ 構造改革特別区域制度について 

 ○政策推進課長 

それでは、私の方から構造改革特別区域制度について、ご説明いたします。  

【資料番号４、５に基づき説明を実施】  

 

５ 瀬戸市国際未来教育特区内における学校設置会社が設置する小中学校設置審  

査基準について 

 

○教育政策課長 

 それでは、私の方から「瀬戸市国際未来教育特区内における学校設置会社が設

置する小中学校設置審査基準」についてご説明いたします。  

 【資料６、７に基づき説明を実施】 

 

○西淵会長 

ありがとうございました。市長の諮問に関する大きな枠組みに説明を頂きまし

た。具体的な中身については、今後議論していきたいと思います。どなたか質問

はありますでしょうか。 

 

〇八槇委員 

３点質問します。１点目は、設置審査基準（資料６）について、第２条の「社

会的信望を有している」や第３条の「教育効果の発現が見込まれる教育内容であ

ること」等とありますが、主観を伴う内容が多いと考えています。この点、我々
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委員が意見を述べる際に、主観も含めて意見を述べれば良いですか。もし、何か

しらの基準があればお示しください。  

２点目は、同じく設置審査基準の第７条の２（１）で「教育課程特例校の指定

を受けていること」とあります。申請書に記載があるか分からないのですが、指

定を受けているものと判断すればよいでしょうか。  

３点目はチェックシートの２枚目に「保５条、保６条」などの表現があります

が、設置審査基準には該当記載がありません。設置審査基準以外に別のものがあ

るのでしょうか。 

 

〇教育政策課長 

１点目は委員の皆様の専門的知見から見た主観的な意見を述べて頂ければと考

えています。 

２点目は、文科省が定める通常の教育課程と、それ以外に特別カリキュラムを

組むということで文科省の特例法の指定を受けている場合、申請書に記載がある

かと思いますので、それをご覧頂きたいと考えています。  

３点目は、「保５条、保６条」は学校保健法に基づいたものです。申請書には添

付されていますので、そちらで確認をして頂きたいと考えています。  

 

〇八槇委員 

３点目は、「保５条、保６条」は審査基準に文言はないが、問題ないという理解

で良いでしょうか。 

 

〇教育政策課長 

設置基準において「学校教育法、小学校設置基準、中学校設置基準、この基準

その他学校に適用される法令等を遵守するものであること」とあり、その他学校

に適用される法令等に該当するため、問題ないと考えています。 

 

〇西淵会長 

では、他に質問がなければ次の議事を進めていきたいと思います。  

 

 

６ 審議事項 

 （１）学校設置認可申請者による設置趣意について  

○西淵会長 

本日の審議会の重要事項であります学校設置認可申請者による設置趣意につい
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て、申請者から説明をお願いします。  

 

～長尾氏入場～ 

 

○教育システム 長尾氏 

  株式会社教育システムの長尾です。本日は、審議会での説明の機会を頂きあり

がとうございます。 

【資料に基づき主に以下の点を説明】  

・会社の理念や建学の精神 

・学校目標 

・施設・設備 

・教育カリキュラム（４学期制等）や主要な教師紹介 

・経営面（既存事業の業況や本学校に対する潜在ニーズ等）  

 

○西淵会長 

ありがとうございました。委員の皆様、ご質問やご意見などがあれば、挙手し

ていただきたいと思います。 

 

○清水委員 

説明の中で中学校卒業時に英語圏での高校の授業を受講できるレベルとありま

したが、開校時は小学校だけの開校かと思います。この点、上記の理念で小学校

を運営していくということでしょうか。それとも、将来的には小中一貫校を目指

しているのでしょうか。 

 

〇教育システム 長尾氏 

小中一貫校を目指しています。 

 

〇丸地副会長 

学校を継続的に運営していくためには経営環境が重要かと思います。例えば、

当地域では類似の教育環境を持つ学校が日進市にあるかと思います。このような

環境下での経営環境について、お考えをお聞かせください。  

 

 〇教育システム 長尾氏 

名鉄瀬戸線エリアはエリアとして有望と考えているほか、設置予定の立地も駅

から徒歩圏内と近く、立地環境として有望と考えています。また、愛知県は私立
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の小学校数が少ない一方、プリスクールの人気は高く、本学校のような私立の潜

在ニーズは多いと考えています。このほか、最近の流行として、子供が小学生時

に母子で留学するというのがあり、これらの層のニーズにも合致していると考え

ています。 

 

〇西淵会長 

地域への還元という点からお尋ねします。学校に対する地元民の期待・不安も

ある中、学校から地域や瀬戸市民にどのような貢献が期待できますか  

 

〇教育システム 長尾氏 

一番の貢献は本学校の開校による街の発展かと思います。また、防災拠点とし

て、非常時には全面的に市に協力予定です。このほか、グラウンドを地域の方へ

開放し、地域の憩いの場所となることを目指すほか、アフタースクールでの学び

場の提供をすることも考えています。 

 

○西淵会長 

本日の説明も踏まえ、次回の審議会で、意見を色々出して議論していきたいと

思います。他に、ご質問やご意見などはございませんか。なければ、本日の意見

聴取は終わらせて頂きます。ここで長尾様には退席していただきます。ありがと

うございました。 

それでは、すべての議事を終了しましたので、事務局にお返しいたします。あ

りがとうございました。 

 

７ その他 

（１）次回以降の日程について 

第２回の審議会は 5 月 22 日（金）の 14 時開始となります。会場は本日と同じ

全員協議会室になります。委員の皆様には改めてご連絡します。 

 

以上で終了とします。ありがとうございました。  


